
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 計画の基本的事項 
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第１節 計画策定の趣旨と見直しの背景 
 

鹿屋市（以下「本市」という。）では、「鹿屋市環境基本条例」第９条の規定に基づ

き、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、令和２（2020）年 

３月に「第２次鹿屋市環境基本計画」（以下「本計画」という。）を策定し、「未来に

つなごう ひとと自然環境にやさしいまち  かのや」を目指すべき環境像として掲げ、環

境施策の推進に取り組んできました。 

計画策定から５年が経過し、環境を取り巻く問題は世界規模で深刻化しており、地球温

暖化の進行に伴い、今後、極端な気温や降水などのリスクが更に高まることが予想されて

います。この地球温暖化の原因については、IPCC※(気候変動に関する政府間パネル)第６

次評価報告書(令和３(2021)年)では「人間の影響が大気・海洋及び陸域を温暖化させてき

たことには疑う余地がない」と人間活動が原因であることについて断定的な表現がされて

おり、早急な対応が求められています。 

国際社会においては、地球温暖化※の影響によるものと考えられる海面上昇に伴い、動

植物の絶滅リスクが増すなどの地球規模の問題と、現在の経済や社会体制の持続を可能に

するための問題の両立について、世界的な危機意識が高まっています。そのため、平成 27

（2015）年に持続可能な開発目標（SDGs）を掲げる「持続可能な開発のための2030 ア

ジェンダ」や「パリ協定」が採択され、世界各国は考え方を大きく転換（パラダイムシ

フト）しています。 

このような中、国は、令和32（2050）年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする

目標「2050年カーボンニュートラル」を宣言して、脱炭素化の取組を推進しており、本

市でも、令和４(2022)年２月に2050年までに市域の二酸化炭素排出量を実質ゼロにし、

地域全体で脱炭素社会の実現を目指す「ゼロカーボンシティかのや」を宣言しています。 

このような世界や国の動向、社会情勢の変化等を踏まえ、本計画の基本的事項や目指す

環境像等の基本的枠組みはそのまま継承しつつ、計画内容の見直しを行いました。 

本計画中の第４章第４節地球環境については、｢地球温暖化対策の推進に関する法律｣ 

第19条第２項に基づく区域施策「鹿屋市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を兼

ねるものとして策定しておりましたが、当該部分については、令和６(2024)年３月にゼ

ロカーボンシティかのや推進計画として、改訂を行っていることから、今回の中間見直

しでは、ゼロカーボンシティかのや推進計画の内容を一部抜粋して記載しております。 

 

地球温暖化対策の推進に関する法律

第 19 条 

１（略） 

２ 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画を勘案し、その区域 

の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガス※の排出の量の削減等のための総合的かつ計 

画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。 
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第２節 位置づけ 
 

本計画は、鹿屋市環境基本条例に基づき策定するもので、本市の施策全般を通じての環

境面における最も基本となる計画です。 

また、第２次鹿屋市総合計画により示された、まちづくりの将来像である『ひとが元

気！まちが元気！「未来につながる健康都市 かのや」』を実現するための環境関連施策・

事業の基本指針として、関連計画をはじめ国や鹿児島県の各種計画と整合性を図りつつ展

開します。 

 
▼図表 1-1 位置づけ 

 

第２次鹿屋市環境基本計画 

【鹿屋市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）】 

鹿児島県環境基本計画 環 境 基 本 計 画 

 

鹿児島県環境基本条例 

 

環境基本法 

鹿屋市環境基本条例 

地球温暖化対策推進法 

第２次鹿屋市総合計画 他分野の個別計画 

鹿屋市一般廃棄物処理基本計画 

各主体（市・市民・事業者）による環境保全の取組 
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第３節 計画期間 
 

本計画は、令和２（2020）年度から令和11（2029）年度までの10年間を計画の対象期

間とし、令和６(2024)年度において、本市を取り巻く環境や社会状況の変化等を踏まえ、

計画の見直しを行いました。 

 
▼図表 1-2 計画期間 

 
 

 

第４節 計画対象の範囲 
 

本計画で取り組む環境要素の範囲は、市民の身近な生活環境から地球温暖化などの地球

規模の環境問題までとします。 

 
▼図表 1-3 対象とする環境要素 

対象 対象となる環境要素 

生活・快適環境 
大気、水、土壌、騒音、振動、悪臭、歴史・文化財、 

景観 等 

ごみの減量・リサイクル 廃棄物、資源循環 等 

自然環境 森林、河川、自然資源、生物多様性 等 

地球環境 地球温暖化、オゾン層破壊 等 

環境学習活動 環境教育、環境学習、環境情報 

目標年度 

 

中間見直し 

 

初年度 

 

計画期間 10年間 
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第５節 各主体の責務 
 

本計画の主体は、市・市民（市民団体含む）・事業者の三者（以下「各主体」という。） 

とします。 

また、本計画の実行に当たっては、本市全体、すなわち各主体が一丸となり進めていく

とともに、各々の役割について、それぞれの責務を自覚し、協働して取り組むことが必要

です。 

 

 
▼図表 1-4 各主体の責務 

 

 

市の役割 

 
・環境の保全に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、実施する。 
・事務事業の執行に伴う環境への負荷の低減等の環境保全に努める。 

・環境の保全に関する教育及び情報の提供その他広報活動を通じて、
市民及び事業者の環境に対する意識の啓発、高揚に努める。 

・市民及び事業者が行う環境保全活動に協働してその活動を支援す
る。 

 

 

市

民

の

役

割 

 

 
 
・日常生活に伴う環境への負荷の低減に努める。 
・地域の環境の保全に関する活動への参加に努める。 
・市が実施する環境の保全に関する施策に協力する。 

 

 

・社会的責任を自覚し、情報の提供、活動機会の充実を図る。 
・市、事業者及び市民と協働して環境保全活動に努める。 
・市が実施する環境の保全に関する施策に協力する。 

 
 

 

事業者の

役割 

  

・環境を損なうことがないように、自らの責任と負担において、こ 
れに伴って生ずる公害等を防止する。 

・自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる。 

・資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の発生抑
制等により環境への負荷の低減に努める。 

・地域の構成員として、地域の環境の保全に関する活動への参加に
努める。 

個人 

市民団体 
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第６節 環境を取り巻く社会動向 

 

 

1-1 パリ協定 

パリで開催された「第21回締約国会議 

（COP21）」において、令和２(2020)年以降

の新たな法的枠組みである「パリ協定が

平成27（2015）年 12月に採択されました。

「パリ協定」は、世界共通の長期目標として

世界全体の平均気温の上昇を産業革命以

前に比べて２℃未満（努力目標とし1.5℃）

に抑えることとしています。この実現に向け

て、世界で120以上の国と地域が「2050年カ

ーボンニュートラル」という目標を掲げて対

策に取り組んでおります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典）全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト 

（http://www.jccca.org/）より 

 

 

1-2 持続可能な開発目標 

平成 27（2015）年９月、国連サミットにおいて、令和12（2030）年までの国際社会の

目指すべき目標として「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択されました。こ

のアジェンダは、17のゴールと169のターゲットからなる「持続可能な開発目標」（SDGs）

を設定しています。SDGsの17のゴールには、環境に関連するものが多く含まれ、実施に向

けて多様な主体が関与しており、様々な取り組みがとられています。 

 

１ 世界の動向 

http://#
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国は、環境基本法に基づき、政府の環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大

綱等を定める「第６次環境基本計画」を令和６（2024）年５月に閣議決定しており、こ

の中で以下のような環境施策の方向性等が示されています。 

 

２ 国の動向 

【第６次環境基本計画・発展の方向性】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重点戦略：環境・経済・社会の統合的向上の高度化のための６つの戦略】 
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出典：環境省「第六次環境基本計画の概要」 
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鹿児島県では、令和３（2021）年３月に「鹿児島県環境基本計画」が改定されており、

同計画では「気候変動適応法の制定，国や本県による2050年カーボンニュートラルの実

現を目指す旨の表明」、「生物多様性の保全，人と自然との共生，外来種の問題」、

「越境大気汚染、マイクロプラスチックを含む海洋ごみ問題」、「国連での『持続可能

な開発目標（SDGs）』の採択、国による『地域循環共生圏』の提唱」など、環境をめぐ

る情勢の変化や新たな課題等に適切に対応するとともに、「かごしま未来創造ビジョン」

を踏まえ、環境の保全及び形成に関する施策等について取りまとめられています。 

 

  

出典：鹿児島県「鹿児島環境基本計画」 

３ 鹿児島県の動向 

人と自然が調和する地域にやさしい社会づくり 


